
滋賀中央信用金庫  
 

職域カードローン（しんきん保証基金保証） 残高スライド方式 
 

令和２年６月１日 現在

商 品 名     ・カードローン 

ご利用いただける方 

次のすべてを満たすもの 
 
① 満 20 歳以上 65 歳未満の方 
② 安定継続した収入がある方 
③ 職域サポート制度（＊）を導入した事業所に働く経営者・従業員（パート・ア

ルバイト等の非正規社員でも可） 
＊職域サポート制度 
当金庫が事業所と合意のうえ、従業員等の福利厚生や取引深耕を目的として、当該
事業所の従業員等に対して各種ローンの金利優遇等を行う制度。 
 

お使いみち ・自由（事業性・投機性資金は除きます） 
ご融資極度額 ・１０万円～１００万円 （１０万円きざみ） 
ご契約期間 ・３年 契約更新前に再審査させていただき自動更新となります。 

ご融資利率 

・固定金利 
・当金庫が定める所定の利率を適用いたします。（この利率には、所定の保証料率が含

まれています。） 
※ご融資利率については、店頭へお問合せください。 

金利優遇 
・当金庫で給与振込をしていただくと、０．５％ 金利優遇させていただきます。 
・金利優遇キャンペーン中はその優遇を適用いたします。 

お利息の計算方法 ・毎日の最終残高について、付利単位を１００円とした１年３６５日とする日割計算。

ご返済方法 

・定額返済…約定日の前日残高に基づき下記となります。（残高スライド方式） 
貸越残高額 約定返済額 

 

１０万円以下 ３千円 

１０万円超３０万円以下 ５千円 

３０万円超５０万円以下 １０千円 

５０万円超１００万円以下 ２０千円 

なお、ローン口座へ随時、任意の金額を入金することも可能です。 

保証人・担保 
・一般社団法人 しんきん保証基金の保証をご利用いただきますので、原則として保証

人は必要ありません。 

手数料・保証料等 
・手数料は不要です。 
・所定の保証料が必要となります。（ご融資利率に含まれております。） 
※保証料率については、店頭へお問合せください。 

苦情処理措置・ 
紛争解決措置 

・苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または本部経営企画部

（９時～１７時、電話：０７４９－３５－１０００）にお申し出く

ださい。 
・紛争解決措置 滋賀弁護士会（電話：０７７－５２２－２０１３）、東京弁護士会（電

話：０３－３５８１－００３１）、第一東京弁護士会（電話：０３－

３５９５－８５８８）、第二東京弁護士会（電話：０３－３５８１－

２２４９）の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですの

で、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記経営企画

部若しくは全国しんきん相談所（９時～１７時、電話：０３－３５

１７－５８２５）にお申し出ください。 

その他 
・お申込みに際しては事前の審査をさせていただきます。結果によっては、ご希望に

添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

 


